
22町都 交第 33号
2022年 18月 24日

町田市情報公開 ,個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

ヽ

町 田 市 長
1石  阪 丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のはどよる
しくお願いいたします。

「又本通事業者燃料価格高騰対策支援」業務の業務登録について

添付書類         Ⅲ Ⅲ

・個人情報登録業務名設定票
・個人情報業務登録票   、
1個人情

―
報コンピュータ処理等登録票

記

B2564
スタンプ



個人情報登録業務名設定票

部課名 都市づくり部交通事業推進誤

NO 業務名 業務内容 個人情報記録の名称

交通事業者燃料価格高騰
対策支援

新型コロナウイルス懸梁症の感染
拡大による利用者の減少等に加
え、燃料価格高騰の影響を受けた
地域の公共交通機関 (バス・タク
シー事業者)に対し、支援金を交付
する。

町田市交通事業者運行継続支援金交
申請書   

｀

支援金の振込 の し

法に基づく営業許可証の写し
の写 し



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 瞬果 名 都市づくり部交通事業推進課

業務の名称

交通事業者燃料価格高騰対策支援
管理責任者 都市づくり部交通事業推進Π果長

登録年月 日

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  □ 本人等以外  □目的外利用

記録廃棄の時期 5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 2023年 3月 31日 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よる利用者の減少等に加え、燃料価格高騰の

影響を受けた地域の公共交通機関 (バス・タ

クシー事業者)に対 し、支援金を交付するこ

とで、事業継続の支援を行 う。

対象となる個人の範囲

③個人事業主

②申請担当者

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等への明示の方法

口頭 。文書

記録の保管方法

③文書、電子媒体

②キャビネット、書庫

保管上の留意点

キャビネット、書庫に施錠

備 考 本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急 回公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 交通事業者運行継続支援 部 課 名 都市づくり部交通事業推進課

個

人

情

報

記

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項 目

① 氏名
2個人番号

③ 住所
4 ′

l生月可

⑤ 生年月日

③ 電話番号
7本籍
8国籍
9世帯主との続柄
10親族関係
11家庭環境等

② 電子メールアドレス

13

14

15

☆収集の目的 1主義・主張

2支持政党

3宗教
4趣 味・嗜好
5

6   ′

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項 目

①

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

職業

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

☆収集の目的 1

2

3

④

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

☆収集の目的

(5)財産 。収入に関する項 目 (6)心身等に関する項目

1収入状況

② 財産状況
3納税額等
4取引状況
5公的扶助の受給
6各種貸付金
7住居の間取り。図面

③ 金融機関名

② 口座番号

③ 自動車名
11

12

13

14

15

☆収集の目的 1健康状況

2病歴

3障 がいの状況

4容 姿  .
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 都市づくり部交通事業推進課

業務の名称

交通事業者燃料価格高騰対策支援 管理責任者 都市づくり部交通事業推進課長

登録年月 日

システムの名称

電子メール

コンピュータ処理等の目的

支援にあた り、不足書類の受領等を迅速に行 うため。

コンピュータ処理等の条件
・取り扱いは、業務担当者に限定する。
・受信データは速やかに印字 し、端末のデータは削除する。
・印字 した電子メールの原稿は、業務終了後、速やかに処分する。
・スクリーンセ‐バーを使用する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項 目

1 氏名

12 24

13 25

2 住所 14 26

３

４

５

６

７

８

９

生年月 日 15 27

電話番号 16 28

電子メールア ドレス 17 29

職 業 18 30

各種資格 19 31

財産状況 20 32

金融機関名 2■ 33

10口 座番号 2′2 34

11自 動車名 23 35

備 考



(第 6号様式)

個人情報コンピユータ処理等登録票 都 課 名 都市づくり部交通事業推進課

業務の名称

交通事業者燃料価格高騰対策支援 管理責任者 都市づくり部交通事業推進課長

登録年月 日

システムの名称
ファクシミリ

コンピュータ処理等の目的

支援にあたり、不足書類の受領等を迅速に行うため。

コンピュータ処理等の条件
・取 り扱いは、業務担当者に限定する。
・受信用紙は業務終了後、速やかに処分する。

コンピユニタ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12 24

18 25

２

３

４

５

６

７

８

９

住所 14 26

生年月 日 15 27

電話番号 16 28

電子メエルア ドレス 17 29

職業 18 30

各種資格 19 31

財産状況 20 32

金融機関名 21 33

10口 座番号 22 34

11自 動車名 23 35

備  考



町田市情報公開・個人情報保護

運営審議会会長 川 野 秀 芝 様

22町防防第 702号
2022年 18月 23日

石  阪  丈

｀
町 田 市 長

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますので|ご審議
のはどよろしくお願いいたします。

記

「消防団」業務におけ|る 個人情報業務登録票、個人情報外部提供登録票の変更
について

※1変更の理由
・警察からの捜査に協力するため

イま追カロ

添付書類

・個人情報業務登録票
。個人情報外部提供登録東

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 防災安全部防災課

業務の名称

消防団
管理責任者 防災安全部防災課長

登録年月 日
1989.10.1

2001.2.19

1997.11.10  1999,7.12

2003.6.9 2016.9,12変 更

収 集 の 日寺期 ― ■ 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  ・
永年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

消防団員人事管理及び公務災害適用者ヘ

の補償手続きのため

市民都市民課及び各市民セ

ンター 住民基本台帳

対象となる個人の範囲

消防団員及び公務災害適用者

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

法  務  局 成年被後見人、被保佐人

本人等への明示の方法

口頭 による

記録の保管方法

文書、電子媒体、写真
キャどネット、スチール書庫

保管上の留意点

キャビネット、スチール書庫に施錠

備 考

本人等以外からの収集の際の通知は省略

とします。

本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急

欠格事項の確認のため。

□公知  ■その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 消 防 団 部 課 名 防災安全部防災課

個

人

情

報

記

録

の

項

目

(1)基本的項目 (2)思想 。信条等に関する項目

① 氏名
2個人番号
③ 住所
④ ′陛男可

⑤ 生年月日

⑥ 電話番号
⑦ 本籍
③ 国籍
⑨ 世帯主との続柄

⑩ 親族関係
11家庭環境等

⑫ 住民異動年月日

③ 異動事由

⑭ 死亡

④ 成年後見

④ 電子メールアドレス

☆収集の目的

③ については外国籍者
の入国のため

⑩ は公務災害等の扶養

関係及び死亡 した場合
の公務災害補償費並び

に福祉共済金受給者の

確認のため

⑫～⑬は転出等により

市内在住でなくなつた

者を団員報酬の支払対

象から除くため

1

2

3

4

⑤

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

要望

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

①
②
3

④
⑤
③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体力日入

賞罰

消防団活動

☆収集の目的 1学業成績
2勤務成績
8各種試験成績

④ 各種資格
5        4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(5)財産 。収入に関する項目 (6)心身等に関する項目

① 収入状況

② 財産状況 (罹災・被害状況)

3納税額等    〔

④ 取引状況
5公的扶助の受給
6各種貸付金    |
⑦ 住居の間取り。図面

③ 金融機関名

③ 口座番号
10

11

12

13

14

15  1

☆収集の目的

②及び⑦については火

災共済金請求のため

③～⑨については団員

報酬等の振込先 として

収集

③

②
③

Э
Э
③

Э
8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿

事故 (怪我)の状況

医療機関名

死亡の原因

☆収集の目的

0～⑦は公務災害及び

福祉共済の申請のため



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 防災安全部防災課

業務の名称

消防団

管理責任者 防災安全部防災課長

登録年月日 2019.5,20

利用・提供の期間

随時
区 分   □ 目的外利用   日 外部提供

禾町

用

提

供

先

名 称

捜査機関

利用・提供の方法

① 閲 覧

② 文書による通知、複写
3コ ンピュータ処理等
4その他

業務の名称

消防団員の名簿

利用・提供の条件

提供目的以外には使用 しない管理責任者

捜査機関の長

利用・提供の目的又は理由

捜査協力のため、以下の条件の下で外部晃供を行 うことがあると

①実体要件 =原則として外部提供は行わないが、請求内容が正当なものであり請求項目が合理的なもの

と認められるときで、項目内容を最小限度提供することがある。

②形式・手続要件=文書による照会に対 し、相手方を確認 した上で、文書回答を行 うものとする。

提供の可否については、課・係内で慎重に協議 し、提供を可とする場合には、課長決済を経た上で

提供する。新規の事例で課内で提供の可否について疑義がある場合には、市政情報口果を経由し、審

議会の議に付するものとする。                      ヽ

利用・提供の法令等の根拠

刑事訴訟法第 197条第 2頂

利用・提供に係 る個人情報の項目 11収 入状況 22

1  氏名 12取 引状況 23

2

3

4

5

6

7

8

9

住所 13金 融機関名 24

生年月 日 14口 座番号 25

電話番号 15 26

要 望 16 27

職業 17 28

地位 18 29

各種団体加入 19 30

消防団活動 20 31

10 各種資格 21 32

備 考

外部提供の際、本人等への通知 。同意は省略 します。



22町子児第 518号
2022年 8月 29日

町田市情報公開・個人情報保護 .

運営審議会会長 川 野 秀 之 様

丈

個人情報保護条例の規定に基づくヽ幣問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしま′すのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

記

「学童保育」業務における値l人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、個人情報
コンピュ

=夕
処理等登録票の変更及び外部委託等について      ′

町 田 市 長

石  阪

添付書類
・個人情報業務登録票
・個人情報目的外利用登録票
・個人情報平ンピュータ処理等登録票
・個人情報外部委託等登録票

08306
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 子 ども生活部児童青少年課

業務の名称

学童保育
管理責任者 子 ども生活部児童青少年課長

0.1

2.1

.14

14

8変

1989.1

2007.1

登 録 年 月 日 2014.7
2016.3.

2021.3.

、 1999.3.8、  2003.4.14、
0、  2008.7.14、  2013.3.11、

2014.12.8  2015,9.14、

2017.10.16  2020.9,14

更

収 集 の 時 期  □ 定期  ■随時 収集の方法 ■ 本人等 日 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  年度終了後 5年 ◆ 他の業務か らの収集 (目 的外利用 )

業務廃止の時期 部   課   名 業 務 の 名 称

業務の 目的

小学校 に就学 してい る児童で家庭にお

いて保護者の適切 な保護 を受け られない

者に対 して組織的に指導 を行い、もつて

学童の事故防止 と心身 の健全な育成 を図

る。

財務部市民税課 市・都民税賦課

財務部資産税 H果 固定資産税・都市計画税賦課

市民部
各
市

暑謎老ブタ_ 住民基本台帳

市民都市民口果 戸籍

地域福祉部生活援護口果 生活保護

地域福祉部障がい福祉課 嘉密層パ士キ据i薯謁祭暮避
対象 となる個人の範囲

・学童保育クラブ入会者及びその線族保

護者

。学童保育クラブ用地の地権者
。ボランティア希望者

・学童保育クラブに従事す る職員

・防犯カメラに写ちた者

・入会 申請書に添付す る診断書に記載 さ

れた医師

子 ども生活部子 ども総務課 児童扶養手当

子ども生活部保育・幼稚園課 等灸豪

'付

に係る支給弔
定及び保育可

子 ども生活部子育て推進課 児童処遇、地域子育て相談センター

子 ども生活部子 ども家庭支
援センター 町田市子育て支援ネ ッ トワエク

子ども生
寧蕃も発達支援課 蜃屎i睦態認鼻攀

ケア児・重症慟

学校教育部教育センター 障がい児就学相談

町 田市立小学校 生活指導

本人等へ の明示 の方法

口頭

◆ 他機関等からの収集 (本 人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

市区町村 住民基本台帳

記録の保管方法

①文書、電子媒体

②キャビネット、書庫

私立保育園、幼稚園 対象者の情報

町田市立以外の小学校 生活指導

保管上の留意点

キャビネ ッ ト、書庫には施錠す る

市区町村 (地 方公共団体情報
システム機構経由)

個人番号を含む本人確認情報

備 考

i本人等以外か らの収集 の際、通知 しま

す。 (私 立保育園、幼稚園、町田市立

以外の小学校の場合 )

。本人等以外か らの収集の際、通知は省

略 します。 (市 区町村の場合 )

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  □公知  ■その他
・入退会審査業務上必要なため
・育成料賦課徴収業務上必要なため
・入会者本人の保育上必要なため
・番号法第 14条 第2項 に基づき住民基本台帳ネ ッ トワークで

個人番号を含む本人確認情報を確認す るため。



部 課 名  子 ども生活部児童青少年課学童保育

(第 1号様式 2)
業務の名称

個

人

情

報

記

録

の

項

目

(1)基本 的項 目 (2)思想・信条等に関す る項 目

氏名

個人番号

住所

性男可

生年月 日    ｀

電話番号

本籍

国籍

世帯主 との続柄

親族関係

家庭環境等

住民異動年月 日

異動事由

電子メールア ドレス

暗証番号

死亡

☆収集 の 目的

は個人番号収集の際の

確認に使用する情報を

①はDV被害者等支援措置

含む

⑭について、緊急連絡用

びお知 らせに使用するた

に親族保護者から収集

暗証番号は、窓 口で利用

自身が契約 している金

関に本人確認 を行 うた

集。但 し、蓄積は しない。

1主義・主張
2支持政党

Э 宗教

④ 趣味・嗜好

9作 品 。作文

③ 感想・意見
7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

③、④は、親族保護

とか らの申し入れ
により収集

(3)社会的地位等に関す る項 目 (4)成績・資格等に関す る項 目

Э 職業・職歴

② 地位

Э 学歴  ―

4各種団体加入
5賞罰

③ 学籍
|

Э 学童保育クラブ名

Э 加入健康保険

Э 通勤状況

⑩保育 ,幼稚園名

⑦ 加入介護保険

② 利用施設名
13

14

15

☆収集の目的

③は職員のみ収集

③ 学業成績 (対 人関係 )

2勤務成績

③ 各種試験成績

④ 各種資格
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集 の 目的

①は経疾保護者か

らの申 し入れによ

り収集

③④は職員のみ収

集

(5)財産・収入 に関す る項 目 (6)心 身等に関する項 目

③

②
③

④
⑤
6

7

③
③

⑩
③
12

13

14

15

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取 り ,図面

金融機関名
i口 座番号

各種手数料等

手当の受給

☆収集の 目的 ③ 健康状況

② 病歴

③ 障がいの状況

④ 容姿
③ 医療機関名
③ 行動・J性格

⑦ 事故 (け が)の 状況

③ 保育状況

③ 介助の状況

⑩ 病名

③ 心身の発達状況

⑫ 日常生活動作
③ 生育歴

⑭ 妊娠
15

☆収集 の 目的

①②④は、学童保育

クラブ入 会者 につ

いて は親族保 護者

か らの 申 し入れ に

より収集

④は、防犯カメラに

写 つた者 か らも収

集



(第 5号様式)305          '

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

都 課 為 市民都市民課及び各市民センター

業務の名称

住民基本台帳

管理責任者 市民部市民課長及び各市民センター長

登録年月 日 2003.4.14 2012i7.9 2014.7.14変 更

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不ll

用

提

供

先

名  称

子ども生活部児童青少年課

利用・提供の方法

① 閲 覧

② 文書による通知(複写

③ コンピュータ処理等
4その他

業務の名称

学童保育

利用 `提供の条件

利用 目的以外に利用しない管理責任者

子ども生活部児童青少年課長

利用・提供の目的又は理由

学童保育クラブ入退会審査業務及び育成料徴収業務 (文書催告、訪問徴収等の実施)において現住所や世帯状
況の把握が必要なため

利用・提供の法令等の根拠
な し

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2

3

4

5

6

7

8

9

住所 14 26

性男町 15 27

生年月 日 16 28

本籍 17 29

厘l籍 18 30

世帯主 との続柄 19 31

住民異動年月 日 20 32

異動事由 21 38

10死 亡 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知・同意は省略とします。



(第 6号様式)

個人情報コンピュ下夕処理等登録票 部 課 名  子ども生活部 児童青少年課

業務の名称

学童保育 管理責任者  子ども生活部 児童青少年課長

登録年月 日
2000.3.13  2014,7.14

2019.3.H変 更

システムの名称

学重保育システム

コンピュータ処理等の目的

事務量の増大及び複雑化等に対応するため、コンピュータ処理により迅速化、効率化を図る。
このことにより、相談業務等を充実させ、市民サービスの向上を目的とする。

コンピニータ処理等の条件

業務上不必要な項目は収集 しない。
ID・ パスワー ドにより操作者を限定する。

W届託・会計年度任用職員は管理責任者の許可を受け、データの入力及び検索業務等に関して、
職員の補助者として端末操作をおこなう。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12異 動事由 24金 融機関名

13死 亡 25口 座番号

2 住所 14職 業・職歴 26各 種手数料等

3  'l生 月I〕 15地位 27手 当の受給

4 生年月 日 16学 籍 28健 康状況

5 電話番号 17学童保育クラブ名 29病 歴

６

７

８

９

本籍 18通 勤状況 30障 がいの状況 (等級 )

酪 19保 育園名 31介 助の状況

世帯主 との続柄 20収 入状況 (表示のみ) 32病 名

親族関係 21財 産状況 (表示のみ) 33

10家 庭環境等 22納 税額等 34

11住 民異動年月日 23公 的扶助の受給 35

備  考

住民記録システム、保育システム、福祉総合システム (身障手帳システム、愛の手帳システム、児童扶養手当
システム)、 市 中都民税賦課システム、生活保護システムを参照します。



(第 12号様式)1

個人情報外部委託等登録票 部 課 名 子 ども生活部児童青少年課

管理責任者 子 ども生活部児童青少年課長

業務の名称
登録年 月 日

学童保育
委託等の条件 ① 秘密の保持

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

名称及 び所在地

受付事務等受託法人

② 第二者への提供の禁止

③ 指示 目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止    下

⑥・複写及びイ(夏 製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

⑥ 職員による立入 り調査
―

代 表 者 代表取締役

管理責任者 代表取締役

委託等の内容

学童保育 クラブ入会事務の補助 (受 付、審査、1シ ステム入力 )

委託等の理由

事務効率の向上のため

委託等の期間

通年

委託等に係 る保有個人情報の項 目 12学  籍 24 障がいの状況

1 氏 名 18 学童保育クラブ名 25 医療機 関名

2住 所 14加 入健康保険 26 行動・性格

3 性  月け 15 通勤状況 27 保育状況

４

５

６

７

８

９

生年月 日 16保 育・幼稚園名 28 介助の状況

電話番 号 17加 入介護保険 29 病名

世帯主 との続柄 18 利用施設名 30 心身の発達状況

親族関係 19 納税額等 31 妊娠

家庭環境等 20公 的扶助の受給 32

住民異動年月 日 21 各種手数料等 33

10異 動 事 由 22健 康状況 34

11職 業 23 病 歴 35

備  考



22町教学学第 234号
2022年 8月 26日

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町田市教育委員会
教育長  坂 本 修

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

「就学」業務における個人情報業務登録票の変更及びコンピュータ処理等にういて

※変更・登録の理由    :    ゥ

①就学業務に関する各種申請。相談をオンライン化するため
②実態に合わせた修正を行うため      `  「

ヽ

「        」イま肖J除、 「      」 |ま 追力日

添付書類    ,′
1個人情報業務登録票

|

`個人情報■ンピュータ処理等登録票

記

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名   学校教育部学務課

業務の名称

就 学
管理責任者   学校教育都学務課長

1989,10.1   2000,2.14

登録年月 日 2011.9.12 2014.10.20
2018.4.9変 更

2011.6.13

2014.11.10

収 集 の 時 期  □ 定期  由 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  永年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

学齢児童・生徒の小・中学校の就学及
びその確認のため。

政策経営部広聴課 窓口相談

市民部市民課及 び各市民
セ ンター 住民基本台帳

地域福祉部生活援護課 生活保護

保健所保健予防課 保健相談、指導

支裏ゼ)舟rw子 ども家庭 町田市子育て支援ネ ッ トワー ク

陵裏
ども生活部子ども秦1文 態后饗

的ケア児・重症心身
峰

がい児実

対象となる個人の範囲

未就学児、学齢児童・生徒及びイ呆護者

児童・生徒の監護者

学校教育部教育セ ンタ▼ 障がい児就学相談、教育相談、

町田市立小学校 学籍、生活指導

町田市立中学校 学籍、生活指導

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集)

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

Э他区市町村教育委員会
イ也匹立岡丁村立学校への就学怪域外琺

鶏

本人等への明示の方法
文書又は口頭

②都道府県教育委員会
暮学校了薯学鞍

③共垂手児童相談所 児童・生徒処遇

④警察署 相談・保護

記録の保管方法
1.文書、電子媒体
2.キ ャビネット、書庫に保管。

Э民生 。児童委員 児童・生徒処遇

③出入国在留管理局東募裸

勢
出入国記録

保管上の留意点

キャビネット、書庫に施錠。

備 考

本人等以外からの収集の際の通知は、

省略とします。



(第 1号様式 2)

業務の名称 就学 部 口果 名 学校教育部学務課

個

人

　

　

　

情

報
　
　
　
記
　
　
　
録

の

項

目

(1) 基本的項 目 (2) 思想・信条等に関する項目

氏名

2個人番号

住所

性丹可

生年月 日

電話番号

本籍

国籍

世帯主との続柄

親族関係

家庭環境等

住民異動年月 日

異動事由

指定校

区域外就学の理由

転入 。転出・転居の予定

住民記録システム注意情報

出入国港

筆頭者

在留資格

ア ドレス

☆収集の目的

については区域外
・指定校変更 の

と る

児童・

の器各の場合のみ、

庭の実態を把握する

めに収集する。

については、出入

録 の照 会 の場合 の

、収集取集する。

1

2

3

4

⑤
6

7

8

9

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

要望

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

⑤については、登校が困

難な児童 。生徒の就学に

向けた支援 を図る場合
のみ収集する。

(3) 社会的地位等に関する項目 (4) 成績 。資格等に関する項目

① 職業・職歴
2

③

4
5

③

⑦
③

9
10

地位

学歴

各種団体力日入

賞罰

学籍

利用施設名

保育・幼稚園名

学童保育クラブ名

☆収集の目的

③にっいては、震災に

ともなう状況調査の場

合のみ、実情を把握す
るために収集する。

③については、登校が

困難な児童・生徒の就

学に向けた支援を図る

場合のみ収集する。

学業成績
2

3

4

勤

各

各

所

務成績

種試験成績

種資

見

格

6

7

8

9

10

☆収集の目的

⑤については、登校が困

難な児童・生徒の就学に

向けた支援 を図る場合
のみ収集する。

(5) 財産・収入に関する項 目 (6) 心身等に関する項目

1

2

3

4

⑤

6

7

8

9

③
11

12

13

14

15

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取り。図面

金融機関名

口座番号

被災

☆収集の目的

⑤については、登校が

困難な児童 ,生徒の就

学に向けた支援を図る

場合のみ収集する。

① 健康状況
② 病歴

③ 障がいの状況
4容姿
⑤ 行動 。性格
③ 相談内容
⑦ 不登校の状況
8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的  ′

⑤、⑥、⑦については、
登校が困難な児童・生徒
の就学に向けた支援を

図る場合のみ収集する。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 学校教育部学務課

業務の名称

就学 管理責任者 学校教育部学務課長

登録年 月 日

シス>ムの名称

オ ンライ ン行政手続サー ビス

コンピュータ処理等の目的
・就学に係る各種申請等を、インターネットから手続き可能とすることで、保護者の利便性向上を図る。
・転入予定者の児童 。生徒について就学希望校の調査を行 うため。

コンピュータ処理等の条件

・業務上必要のない項 目は収集 しない。

・ ID・ パスワー ドにより操作者 を限定す る。

・不ク リーンセーバーを使用す る。
・町田市 と事業者間の情報交換は、 IPア ドレスを設定 した特定のパ ソコン環境 を使用す る。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12転入・転出・転居の予定 24

13電 子 メール ア ドレス 25

2 住所 14就 学希望校 26

３

４

５

６

７

８

９

性月町 15学 籍 27

生年月 日 16 28

電話番号 17 29

本籍 18 30

国籍 19 31

世帯主との続柄 20 32

親族関係 21 33

10住 民異動年月日 22 34

11異 動事由 28 35

備 考                  |
本シ添テムには、町田市で利用 しているSNS「 LINEJの 町田市公式アカウン トか ら遷移 します。

での個人情報の保有は行いません。

「LINEJ



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 学校教育都学務課

業務の名称
｀  就学 管理責任者 学校教育部学務課長

登録年月 日

システムの名称

グラファースマー ト申請システム

コンピュータ処理等の目的

就学に係る各種申請等を、インターネットから手続き可能とすることで、保護者の利便性向上を図る。

コンピュータ処理等の条件
・ ID'パスワー ドにより操作者を限定する。
1業務上不要な項 目は収集 しない。
・不クリーンセーバエを使用する。
・町田市 と事業者間の情報交換は、 IPア ドレスを設定 した特定のパ ソコン環境 を使用す る。

コンピュニタ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名      ′

12転 入・転出 。転居の予定 24

13電 子メールア ドレス 25

2 住所 14学 籍 26

３

４

５

６

７

８

９

性男J 15 27

生年月 日 16 28

電話番号 17 29

本籍 18 30

国籍 19 31

世帯主との続柄 20 32

親族関係 21 33

10住 民異動年月日 22 34

11異 動事由 23 35

備 考



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 学校教育部学務課

業務の名称

就学 管理責任者 学校教育部学務課長

登録年月 日

システムの名称

電子メール

コンピュータ処理等の目的

就学に係る問い合わせや相談に対 し、(メ ールによる対応を行 うことで、保護者の利便性向上を図る。

コンピュータ処理等の条件
・端末の操作者を限定する。
・スクリーンセーバーを使用する。
・ファイァレは読み取リパスワー ドを設定する。
・受信データを速やかに印字 し、端末内のデータは削除する。
・印字 した電子メールの原稿は、業務終了後速やかに処分する。

コンピュニタ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12転 入・転出・転居の予定 24

13電 子メールア ドレス 25

２

３

４

５

６

７

８

住所 14学 籍 26

性男町 15 27_

生年月 日 16 28

電話番号 17 29

本籍 18 30

国籍 19 31

世帯主 との続柄 20 32

9 親族関係 21 83

10住 民異動年月日 22 34

11異 動事由 23 35

備  考



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名 学校教育部学務課

業務の名称

就学 管理責任者 学校教育部学務課長

登録 年月 日

システムの名称

ファクシ ミリ

コンピュータ処理等の目的

就学に係 る問い合わせや相談に対 し、ファクシミリによる対応を行 うことで、保護者の利便性向上を図る。

コンピユータ処理等の条件

,端末の操作者を限定する。
・受信用紙は、業務終了後速やかに処分する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12転 入 。転出・転居の予定 24

18電 子メールア ドレス 25

2 住所 14学籍 26

3  1性丹町 15 27

４

５

６

７

８

９

生年月 日 16 28

電話番号 17 29

本籍 18 30

国籍 19 31

世帯主との続柄 20 32

親族 関係 21 33

10住 民異動年月日 22 34

11異 動事由 23 35

備  考



（第６号様式） 

個人情報コンピュ－タ処理等登録票 部  課  名 町田市立小学校 

 業務の名称 

教育活動 

 

管理責任者 町田市立小学校長 

登録年月日 2000.1.17 2022.7.11変更 

 システムの名称 

       町田市立小・中学校教育用インターネット 

 コンピュ－タ処理等の目的 

インターネットに接続されたタブレット端末等のＩＣＴ機器を使用し、インターネット上で提供されて

いる教育用サービスを活用した学習を行うため 

 コンピュ－タ処理等の条件 

 ・操作端末は、ＩＤ・パスワードにより操作者を限定する。 

・スクリーンセーバーを利用する。 

 

 コンピュ－タ処理等                    

 をする個人情報の項目                       

 
 １２ 

 
 

 
 ２４ 

 
 

 
 

１ 氏 名  １３   ２５  
 

２ 主義・主張  １４   ２６  
 

３ 趣味・嗜好  １５   ２７  
 

４ 意 見  １６   ２８  
 

５ 作品・作文  １７   ２９  
 

６ 学 籍  １８   ３０  
 

７ 学業成績  １９   ３１  
 

８ 容姿（写真・図版）  ２０   ３２  
 

９   ２１   ３３  
 

１０   ２２   ３４  
 

１１   ２３   ３５  
 

       

 備  考 

 

 
 
 

06987
スタンプ

06987
スタンプ

06987
スタンプ



22町教学セ第 517号
2022年 8月 26日

町田市情報公開・個人情報保護

´運営審議会会長 川 野 秀 之 様

添付書類
。個人情報業務登録票

町田市教育委員会

教育長  坂 本 修

個人情報保護条例の規定に基づく報告について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを報告いたします。

記

1.「メール配信サエビス」業務の廃止について

※廃止の理由
。教育センターでは当該業務を行わないため

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名  学校教育部教育センター

業務の名称

メール配信サービス
管理責任者  学校教育部教育センター所長

登録年月 日 2017.10.16

収 集 の 日寺期  □ 定期  日 随時 収集の方法  日 本人等  □ 本人等以外  □ 目的外利用

記録廃棄の時期  5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃止の時期 部  課  拓 業 務 の 名 称

業務の目的           十

電子メールを通 じて町 田市立小・ 中学校
の保護者に対 し、学校行事の案内や、催事

に関する連絡事項 (雨天中止の情報など)

を周知する。

対象となる個人の範囲

保護者のうち、学校情報の配信希望者

学校教職員

学校教育部職員

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

本人等への明示の方法

案内文書による

記録の保管方法

電子媒体

保管上の留意点
・コンピュエタにパスワー ドを設定する

備 考 本人等以外収集の根拠
□法令  □緊急 □公知  □その他



(第 1号様式 2)

業務の名称 メール配信サービス 部 課 名  学校教育部教育センター

個

人

　

　

　

情

報

記

録

の

項

(1)基本的項 目 (2)思想 。信条等に関する項目

1氏名

2個人番号

3住所
4 Jl生男可

5生年月日

6電話番号

7本籍
8国籍

9世帯主との続柄

10親族関係

11家庭環境等

② 電子メールア ドレス

13

14

15

☆収集の目的 1主 義 。主張

2支 持政党

3宗 教

4趣 味・嗜好

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

1職業・職歴

2地位

3学歴

4各種団体加入

5賞罰
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的 1学 業成績

2勤 務成績

3各 種試験成績

4各 種資格

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項目 (6)心身等に関する項 目

1収入状況

2財産状況

3納税額等

4取引状況

5公的扶助の受給
6各種貸付金

7住居の間取 り。図面

8金融機関名
9口 座番号

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的 1健康状況

2病歴

3障がいの状況

4容 姿
5'
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的



22町い介第 514号
2022年 8月 18日

町由市情報公開1個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町 田 市 長

石  阪  丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたしますb

「介護保険給付管理」業務における個人情報外部提供登録票の変更について

※変更の理由
i家庭裁判所から家事事件手続法第62条に基づく照会があるため
「    」は追加      ‐

添付書類
・個人情報外部提供登録票

記

B2564
スタンプ



(第 5号様式)2

個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名  いきいき生活部介護保険課

業務の名称

介護保険給付管理

管理責任者  いきいき生活部介護保険課長

登録年月 日  2001.6.11 2014,10.20変 更

利用・提供の期間

1      通 年区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

裁判所

利用・提供の方法

,1閲 覧

② 文書による通知、複写

3コ ンピュータ処理等

4そ の他

業務の名称

裁判

利用・提供の条件

提供 目的以外に利用しない。
管理責任者

裁判所長

利用・提供の目的又は理由           1
裁判資料 とするため。

提供の可否については課内で協議 し課長決裁を経て決定する。

利用 。提供の法令等の根拠
よ
民事訴訟法第ld6条、第223条、第226条、刑事訴訟法第279条、家事事件手続法第62条

利用・提供に係る個人情報の項 目 -13 職業・職歴 26 苦情

1  氏名 14 加入健康保 F父 27 各種資格

2

3

4

5

住所 15 利用施設名 28 健康状況

性 別 16 加入介護保険 29 病歴

生年月日 17 取得医療証 30 障がいの状況

電話番号 18 収入状況 31 容姿 (身長・体重)

6

7

8

9

国籍 19 財産状況 32 病名

世帯主との続柄 20 納税額等 33 医療機関名

親族関係 21 公的扶助の受給 34 要介護認定審査

家庭環境等 22 住居の間取 り。図面 35 日常生活動作

10 住民異動年月 日 23 金融機関名 36 事故 (怪我)の状況

11 異動事由 24 口座番号 37 介助の状況

12 在留資格 25 年金の受給 38

備 考

外部提供の際、本人等への通知・同意は省略とします。
主治医意見書については、医師等に確認の上、外部提供を行います。



<参考>

家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)

(調査の田届託等)      .
第六十二条 家庭裁半け所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託

、し、又は銀行〔信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財

産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。



22町保予第 2421号
2022年 8月 26日

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いた しますのでご審議のほどよろ

しくお願いいた します。

記

1 「保健所関係各種医療費助成」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利
用登録票、個人情報コンピュータ処理等登録票の変更及び目的外利用、コンピュータ
処理等にういて

2 「Jい身障がい者 日常生活用具給付」業務における個人情報業務登録票の変更について

(地域福祉部障がい福祉課)

※変更の理由
・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付業務を行うため

「        」|ま肖J除、 「      」は追力日

添付書類
・個人情報業務登録票
・個人情報目的外利用登録票
・個人情報コンピュータ処理等登録票

町 田 市 長

石  阪

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 R果 名 保健所保健予防課

業務の名称

保健所関係各種医療費助成
管理責任者 保健所保健予防課長

登録年月日 20H.4.1  2014.10.20 2016.3.14変更

収 1集 の 時 期  回 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  日 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

業務の目的

医療費助

申請受付、審査支払、

経由等を行 う。

各課共通 番号連携

財務都市民税課 市 。都民税賦課

市民都市民課及び各市民セ

ンター
住民基本台帳

地域福祉部生活援護課 生活保護

,い 身障がい者 日常生活用具給付

l呆健所保健予防課 養育医療給付申請受付

対象 となる個人の範囲

③医療費助成対象者
②申請者ヾ届出者、請求者
Э代理人(保護者、扶養義務者
④世帯主、世帯員
Э医療機関関係者 (担当医師、開設者、管理

者)                 ′

子ども生活部子 ども総務課
児童医療制度申請受付、乳幼児医療費

助成

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集)

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

東京都福祉保健局健康安今

部環境保健課
認定情報

本人等への明示の方法

口頭

市区町村 (地方公共団体情報

システム機構経由)

個人番号を含む本人確認情報

日常生活用具見積業者 請求書

記録の保管方法

③文書、電子媒体

②書庫、キャビネット

保管上の留意点

書庫(キ ャビネットに施錠

備 考

本人等以外から収集の際、通知は省略とし

ます。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  回公知  ■その他

申請者に交付する医療券等が東京都福祉保健局から送付 されてく

るため。

番号法第14条第2項に基づき住民基本台帳ネットワークで個人番号

を含む本人確認情報を確認するたあ。

せるため



(第 1号様式 2)

業務の名称 保健所関係各種医療費助成 部 課 名 保健所保健予防課

個

人

　

　

　

情

　

　

　

報

記

録

の

項

目

(1)基本的項 目 (2)思想・信条等に関する項目

①
②

③
④
⑤
⑥
7

⑥
⑨

⑩
③
⑫
③

⑭

③
16

氏名

個人番号

住所
′陛男町

生年月 日

電話番号

本籍

回籍

世帯主との続柄

親族関係

家庭環境等

住民記録シス>ム注意情報

死亡

住民異動年月 日

異動事由

☆収集の目的

②は個人番号収集の際
の本人確認に使用する

情報を含む。

1

2

3

④
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

☆収集の目的

④は、飼育動物の種類や

喫煙状況など

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

③

2

3

4
5

③
Э

Э
②
10

11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

加入健康保険

取得医療証

届出事由

自立支援給付

☆収集の目的 1

2

3

4

Э

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学業成績

勤務成績

各種試験成績

各種資格

所見

☆収集の目的

(5)財産・収入に関する項目 (6)心身等に関する項目

③ 収入状況

② 財産状況

③ 納税額等  ・

4取引状況

③ 公的扶助の受給
6各種貸付金
7住居の間取り。図面
③ 金融機関名   「

② 口座番号
③ 医療費等
9建物の状況

9自 己負担額
9支給額
14

15

☆収集の目的

②は、小児慢性特定疾

病児童等日常生活用具

給付事業のみ収集

③は、医療機関が算定
した育成医療に係る治

療費用の見込額

① 健康状況

② 病歴

③ 障がいの状況

④ 容姿 (体重)

⑤ 健診・検査

③ 病名
⑦ 医療機関名

③ 医療給付

⑨ 福祉機器利用状況

⑩ 妊娠

③ 介助の状況
12

13

14

15

☆収集の 目的

銹

9は、小児慢性特定疾病
児童等 日常生活用具給

肘事業における調査時
のみ



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 地域福祉部障がい福祉課

業務の名称

身障がい者 日常生活用具給付

管理責任者 地域福祉部障がい福祉課長

登録年月 日

利用・提供の期間

通年区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

保健所保健予防課

利用・提供の方法
1閲 覧

② 文書による通知、複写
3コ ンピュータ処理等

④ その他 (口 頭)

業務の名称

保健所関係各種医療費助成

利用・提供の条件

利用 目的以外に利用しない。管理責任者

保健所保健予防課長

利用・提供の目的又は理由―

心身障がい者 日常生活用具の給付を受けているか確認す るため

利用・提供の法令等の根拠

なし

利用・提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 13 25

2

3

4

5

6

7

8

生年月 日 14 26

支給金額 (有無のみ) 15 27

障がいの状況 16 28

17 29

18 80

19 31

20 32

9 21 38

10 22 34

11 23 35

備 考

目的外利用の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 課 名  保健所保健予防課

管理責任者  保健所保健予防課長
業務の名称      :
保健所関係各種医療費助成

登録年月 日

システムの名称

市・都民税賦課システム

コンピユータ処理等の目的   `
申請者の医療費の自己負担額の決定に際し、課税状況を把握する必要があるため。

コンピュータ処理等の条件        i
① オンフインによる画面検索のみ

② 業務上不必要な項目は収集しない。

③ IDカード・パスワードにより操作者を限定する。

コンピュータ処理等をする

個人情報の項目

1 氏名

12 24

13 25

２

・３

４

５

６

７

８

９

住所 14 26

性 別 15 27

生年月日 16 28

納税額等 17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 28 a5



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 地域福祉部障がい福祉課

業務の名称

心身障がい者 日常生活用具給付

管理責任者 地域福祉部障がい福祉課長

1989.10.1  1999.6.14

登録年月 日 2010,9.13 2012.2.13

2014.10,20変 更

2006.9.11

2013.5,13

収 集 の 時 期  □ 定期  ■ 随時 収集の方法 ■ 本人等 ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 消滅事由発生後 5年 ◆ 他の業務か らの収集 (目 的外利用 )

業務廃上の時期 部   課   名 業 務 の 名 称

業務の目的

重度心身障がい者の 日常生活を容易に

する。

財務部市民税課 市・都民税賦課

市民部 市民課及 び各市民セ
ンター 仁民基本台帳

L也域福祉都福祉総務課 或年後見制度利用支援事業

地域福祉部生活援護課 生活保護

「也域福祉部障がい福祉課 髯鍮層禁
V｀

い

ヤ`磐≧電妻甕暮鐘t

千ども牛寧懇も発達支援課 唇寡it芦後癬 ケア
「

!重症
1中
身

対象 となる個人の範囲

1.身体障害者手帳所持者、及びその同居

の親族

21難病患者等、及びその同居の親族。

3.愛 の手帳所持者、及びその同居の親族。

4.精神障害者保健福祉手帳所持者、及び

その同居の親族。

5.1,2,3,4に係る成年後見人・保佐人・補助

人

6.5が 法人の場合その代理人

◆ 他機関等か らの収集 (本 人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

各福祉事務所 日常生活用具給付記録等

本人等今の明示の方法

申請書に記載

記録の保管方法

1.文書、電子媒体

2.キ ャビネ シ ト、書庫 に保管

保管上の留意点

キャビネット、書庫に施錠

備 考

本人等以外か らの収集 の際の通知は省

略します。

本人等以外収集の根拠
|   □法令  □緊急  □公知  ■その他

対象者が障がい者のため、手続きの利便 を図る。



(第 1号様式 2)
業務の名称心身障がい者 日常生活用具給付 部 課 名 地域福祉部障がい福祉課

個

人

情

報

記

録

？

項

耐

(1)基 本 的項 目 (2)思想 。信条等に関す る項 目

① 氏名
2 個人番号

③ 住所

④ 性別

⑤ 生年月 日

⑥ 電話番号
7 本籍

③ 国籍

⑨ 世帯主との続柄
10 親族関係

① 家庭環境等

⑫ 介護者

⑬ 住民異動年月 日

⑭ 異動事由

⑮ 成年後見    「

④ 住民記録システム注意情報

☆収集の 目的 1主 義・主張

2支 持政党

3宗 教

4趣 味・嗜好

⑤ 苦情

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の 目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関す る項 目

③

2

8

4
5

③
Э
③

③

③
11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

他法他施策の活用状況
加入健康保険

加入介護保険

取得医療証

自立支援給付

☆収集の目的

Э⑥③⑩は、成年後見
の送付先登録の該当課

確認のため収集

1学
2勤
3各
④ 各

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

業成績

務成績

種試験成績

種資格

☆収集 の 目的

④は、成年後見の送付先

登録時の資格確認のた

め収集

(5)財 産・ 収入 に関す る項 目 (6)心 身等に関す る項 目

①
②

③

④
⑤
6

⑦
8

9

⑩
⑭
②

③
14

15

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況      `
公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取 り 。図面

金融機関名

口座番号

建物の状況

手当の受給

支給金額ヽ助成の事実>
受給希望品 目

☆収集の 目的

挫

①
②

③
④

⑤
③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿 (写真 )

日常生活動作

病名

☆収集の目的

④は、成年後見の送付先

登録時の資格確認のた

め収集



をを町市鞘第を子li
2022年 8月 25日

町田市情報公開 =個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町 田 市 長

石  阪 丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

「町内会 。自治会」業務における外部提供、コンピユータ処理等にういて

〕

添付書類
う個人情報外部提供登録票.

。個人情報コンピユエタ処理等登録票

記

B2564
スタンプ



個 人 情 報
目的外利用・外部提供登録票

部 課 名  市民部市民協働推進課

業務の名称

町内会・自治会

管理責任者  市民都市民協働推進謀長

登録年月日

利用・提供の期間

通年区 分   □ 目的外和j用   ■ 外部提供

禾け

用

提

供

先

名 称

小田急電鉄株式会社

利用・提供の方法

1閲 覧

② 文書による通知、複写

③ ヨンピュータ処理等 (電子メール)

4その他

業務の名称

自治会専用デジタルツール

利用・提供の条件

耗供 目的以外の使用を禁止管理責任者

経営戦略部 課長

利用・提供の 目的又は理由

自治会専用デジタルツールヘの町内会 。自治会の利用申込の取 り次ぎを行 うため。

利用 。提供の法令等の根拠
なし

利用・提供に係る個人情報の項目

1  氏 名

12 24

13 25

電話番号
2

3

4

5

6

7

8

9

14 26

電子 メール ア ドレス (

15 27

地  位
16 28

各種団体加入
17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 .23 35

備 考

外部提供の際、本人等へ通知 します。



(第 6号様式)

個人情報コンピュータ処理等登録票 部 ′課 名 市民都市民協働推進課

業務の名称

町内会・自治会 管理責任者  市民都市民協働推進課長

登録年 月 日

システムの名称

電子メール

コンピ■―夕処理等の目的
小田急電鉄株式会社に対し、自治会専用デジタルツールヘの利用申込の取り次ぎを行うため。

コンピュータ処理等の条件

① スクリーンセーバーを使用する

② 送受信するデータにはパスワー ドによる保護をかける
③ データの取り扱いは担当者に限定する

コンピュニタ処理等をする

個人情報の項目
12 24

1
氏  名

13 25

２

３

４

５

６

７

８

９

電話番 号
14 26

電子 メール ア ドレス
15 27

地 位
16 28

各種団体加入
17 29

18 30

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備  考



22町市市第 661号
2022年 8月 26日

一― ――――,一― ' 一――――

町田市情報公開。個人情報保護
運営審議会会長 !川 野 秀 之 様

町 田 市 長

石  阪 丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。t   i

「自動車臨時運行許可」業務におとす・る外部提供について

添付書類
・個人情報外部提供登録票

記

B2564
スタンプ



個 人 情 報
目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 市民都市民課及び各市民センター

業務の名称

自動車臨時運行許可

管理責任者 市民部市民課長及び各市民センター長

登録年月 日

利用 。提供の期間

通 年区  分 □  目的外利 用 日 外部提供

不可

用

提

供

先

名 称

弁護士会 1

② 文書
3 コン
4そ の

ピ

よる通知、複写
ュータ処理等

利用・提供の条件

提供の 目的以外の使用禁止。

業務の名称

弁護士法に基づ く報告の請求

管理責任者

弁護士会会長

利用・提供の目的又は理由

弁護士会への報告のため、以下の条件の下で外部提供を行 うことがある。

①実体要件 =原則 として外部提供は行わないが、請求内容が正当なものであり請求項 目が合理的なもの

と認められるときで、既存の法令実務取扱要領等に照らし、実例 。前例があるものについて項 目内容を

最小限度提供することがある。

②形式 ,手続要件 =文書による照会に対 し、相手方を確認 した上で、文書回答を行 うものとする。

利用・提供の法令等の根拠

弁護士法第 23条の 2第 2項

利用・提供 に係 る個人情報の項 目 12 24

1  氏名 18 25

2 住所 14 26

3 電話番 号 15 27

4 各種資格 (運転免許 ) 16 28

5

6

7

8

9

加入保険 17 29

自動車名 18 30

19 31

20 32

21 83

10 22 34

1刊 23 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知・同意は省略 としますと



く参考>

弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)

(報告の請求)

第二十三条の二

2弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必

要な事項の報告を求めることができる。



22町政企第 685号
2022年 8月 26日

町田市情報/ム`開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀、之 様

町 田 市 長

石  阪 丈

値l人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくお願いいたします。

「データ利活用による将来予測研究」業務の業務基録につげヽて

添付書類
。個人情報登録業務名設定票
・個人情報業務登録東  、
P個人情報目的外利用登録票
・個人情報外部委託等登録票

記

B2564
スタンプ



個人情報登録業務名設定票

部誤名 政策経営部企画 i[笠笞誤

NO 業務名 個人情報記録の名称



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名 政策経営部企画政策課

業務の名称
データ千け活用による将来予測研究

管理責任者 政策経営部企画政策課長

登録年月 日

収 集 の 時 期  回 定期  ■ 随時 収集の方法  □ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期 5年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用 )

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

酔
の

靴 用 によ 吹 隷 輯 況 を翻
し、予測結果を施策の検討材料 とするため石刃

究 を行 う。

市民都市民課及び

各市民センター 住民基本台帳

財務部資産税課 固定資産税・都市計画税賦課

対象となる個人の範囲

市内に居住する人

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集 )

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

東京都水道局 上水道の使用状況

本人等への明示の方法

又は口頭

記録の保管方法

Э文書・電子媒体

②キャビネット・書庫

保管上の留意点

キャビネット・書庫に施錠

備 考

本人等以外からの収集の際、通知は省略とし

ます。

本人等以外収集の根拠

□法令  □緊急  回公知  ■その他
データを利活用することで、将来の町田市の状況にっいて予測す
るため



(第 1号様式 2)

業務の名称 データ利活用による将来予測研究 部 課 名 政策経営部企画政策課

個

人

情

報

記

　

　

　

録

の

項

耐
匠

‐③
」

⑤

６
７

８
９

住所
′性月1

生年月 日

電話番号

本籍

国籍

Щ帯主との続柄
10親族関係

① 家庭環境等

⑫ 住民異動年月日
13

14

15

番 号

名

人

氏

個

(1)基本的項 目

コー ドのみを収集

は世帯人数のみを収

☆収集の目的

は宛名コー ド、世

(2)思想・信条等に関する項目

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

　
１

　
２

　
３

　
４

　
５

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成績・資格等に関する項目

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体加入

賞罰

☆収集の目的 1学業成績

2勤務成績
3各種試験成績
4各種資格

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

☆収集の目的

(5)財産 。収入に関する項 目 (6)ヽ身等に関する項日

μ

‐②

℃

４

５

６

７

８

９

⑩

①

‐２

‐３

‐４

‐５

収入状況

財産状況

納税額等

取引状況

公的扶助の受給

各種貸付金

住居の間取 り。図面

金融機関名

口座番号

上水道の使用状況

建物の状況

☆収集の目的 1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

健康状況

病歴

障がいの状況

容姿

☆収集の目的



個 人 情 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 市民部市民課及び各市民センター

管理青任者 市民都市爵課F及び各市民ヤンケー岳

登録年月 日

業務の名称

住民基本台帳

区 分   ■ 目的外利用   □ 外部提供

利用・提供の期間

随時

名 称

政策経営部企画政策課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ コンピユータ処理等 (庁内ネットワーク)

4その他

業務の名称

デ‐夕利活用による将来予測研究

利

用

・
提

供

先 管理責任者    |
政策経営部企画政策課長

利用・提供の条件

利用 目的以外に利用しない

利用・提供の目的又は理由

住民基本台帳のデータを利活用 し、将来予測をするため

利用・提供の法令等の根拠

なし

利用 ,提供に係る個人情報の項目 12 24

1 氏名 (宛名コー ド・世帯コー ド)13 25

２

　

　

３

住所 14 26

生年月 日 15 27

4 家庭環境等 (世帯人数) 16 28

5 住民異動年月 日 17 29

６

７

８

９

18 30

19 31

20 32

21 38

10 22 34

11 23 35

日的外利用の際、本人等への通知・同意は省略 とします。

備 考



個 人 '隋 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名 財務部資産税課

業務の名称

固定資産税・都市計画税賦課

管却責任者 財務部資溝軋n果侵

登録年月 日

利用・提供の期間

随時区 分   ■ 目的外利用 ―  □ 外部提供

不ll

用

提

供

先

名 称

政策経営部企画政策課

利用・提供の方法

1閲 覧

2文書による通知、複写

③ 平ンピュータ処理等 (庁内ネ ットワーク)

4そ の他

業務の名称
データ利活用による将来予測研究

利用・提供の条件

利用 目的以外に利用 しない管理責任者

政策経営部企画政策課長

利用・提供の目的又は理由
建物の情報を利活用し、将来予測をするため

利用・提供の法令等の根拠
なし

利用・提供に係る個人情報の項 目 12 24

1 財産状況 13 25

2

3

4

5

6

建物の状況 14 26

15 27

16 28

17 29

18 30

7

8

9

19 31

20 32

21 33

10 22 34

11 23 35

備  考

日的外利用の際、本人等への通知・同意は省冊各とします。



(第 12号様式)

個人情報外部委託等登録票
部 課 名 政策経営部企画政策課

管理責任者 政策経営部企画政策課長

① 秘密の保持

② 第二者への提供の禁止

③ 指示目的以外の使用の禁止

④ 事故発生時の報告

⑤ 再委託の禁止

⑥ 複写及び複製の禁止

⑦ 情報の管理方法の指定

③ 職員による立入り調査

9その他

表 者 代表取締役

責任者 代表取締役

代

委託等の期間

登録年月 日

委託等の条件

委託等の内容

データを不可活用し、将来予演1をする。

委託等の理 由

務の効率化及び高度な分析を必要とするため

業務の名称
データ利活用による将来予測研究

指

定

管

理

者

委

託

先

又

は

名称及び所在地

予測研究業務の実施事業者

管理

委託等に係る保有個人情報の項目  12 24

1 氏名 (宛名 コー ド・世帯コー ド)13 25

２

３

４

５

６

住所 14 26

生年月 日 15 27

家庭環境等 (世帯人数 ) 16 28

住民異動年月日 17 29

財産状況 18 30

７

　

　

８

　

　

９

建物の状況 19 31

上水道の使用状況 20 32

21 33

10 22 3.4

11 23 35

備 考



２０２２年９月１２日 

総務部市政情報課 

 

法施行後の町田市情報公開・個人情報保護運営審議会について（案） 

 

１ 審議会の役割 

・情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するために設置する 

 個人情報保護法第１２９条 

 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第３章第３節の施策を講ずる場合その他

の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこ

とが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。 

 

２ 委員構成（案） 

 ・学識委員     ５名 （行政法２名、民法１名、情報セキュリティ１名、弁護士１名） 

 ・公募の市民委員  ４名 

専門的な知見からの意見を頂くことが、審議会の主目的である、という法の考え方を 

踏まえつつ、これまで市民委員が参加して審議してきた意義も重視したい。 

 

３ 開催頻度（案） 

 ・年２回程度（臨時的な対応を見込み、年最大４回） 

 

４ 審議案件（案） 

（１）諮問 

新規 ・個人情報の取扱いに大きな変更を伴う条例の制定・改廃 

（市政情報課所管条例以外も含む） 

継続 ― 

廃止 ・個別の個人情報登録の諮問 

・特定個人情報保護評価の第三者点検 

 

（２）報告 

新規 ・個人情報ファイル簿の作成報告（報告時点の総件数、新たなファイルの報告） 

・（仮）個人情報管理票の作成報告（報告時点の総件数、新たな事業の報告） 

・個人情報の取扱いに変更を伴う条例の制定・改廃（諮問案件以外） 

継続 ・情報公開制度、個人情報保護制度及び会議公開制度の運用状況報告（定例） 

・防犯カメラの設置及び管理状況（定例） 

・公開請求の存否応答拒否の報告 

・開示請求の存否応答拒否の報告 

・個人情報漏洩等事故報告 

廃止 ・住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況報告 

・住民基本台帳に係る個人情報外部提供先及び種類別件数報告 

・個人情報登録票の廃止報告 

・個人情報外部委託等登録票の委託先報告 

・個人情報保護及び情報セキュリティに関する職場研修の実施報告 

06987
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